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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、「経営の透明性と効率性を確保し、ステークホルダーの要望に応えて、企業価値の継続的向上を図ること」がコーポレート・ガバナンス
の基本であると認識しております。コンプライアンス体制の強化及び経営の透明性の向上に努め、企業として求められる社会的責任を果たし、株
主の皆様やお客様をはじめとするステークホルダーとの信頼関係の強化を進めております。

　当社における企業統治の体制は、当社の企業規模並びに事業内容を勘案し監査役会設置会社とし、取締役会及び監査役会の機能強化を中心
としたコーポレート・ガバナンスの強化を図っております。

　取締役会については、機動性を高め、意思決定の迅速化を図ることに主眼を置き、適正な人数で構成されるよう努めております。また、経営の
健全性、業務執行の維持・向上を目的に専門的な知識や豊富な経験を有する社外取締役を選任するとともに、監査役３名（うち、社外監査役３名）
体制で、取締役の業務執行の監査及び監視によるコーポレート・ガバナンスの強化に努めております。

　持続的な成長と企業価値の向上を実現するため、次の基本的な考え方に沿って実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制の整備及び強化に
継続的に取り組んでまいります。

基本方針

（１） 株主の権利・平等性の確保に努めます。

（２） 株主以外のステークホルダー（お客様、取引先、債権者、地域社会、従業員等）との適切な協働に努めます。

（３） 適切な情報開示と透明性の確保に努めます。

（４） 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。

（５） 株主との建設的な会話に努めます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則 １-２-４】

　当社は、機関投資家向けに議決権電子行使プラットフォームの利用を可能としておりますが、株主における海外投資家の株式保有比率（現在、
株式保有比率は10％未満）から、現時点においては英文による招集通知の作成は行っておりません。今後、海外投資家の株式保有比率を勘案
し、検討してまいります。

【補充原則 ２-４-１】

　女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登用等における多様性の確保についての測定可能な目標は定めておりません
が、公平性を保ち選考しており、登用において特に制限は設けておりません。また、中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略の重要性に鑑
み、多様性の確保に向けた人材育成と社内環境整備の方針制定及び実施に取り組んでまいります。

【補充原則 ３-１-２】

　当社の株主における海外投資家の株式保有比率（現在、株式保有比率は10％未満）から、現時点においては英文による情報の開示・提供は
行っておりません。今後、海外投資家等の株式保有比率を勘案し、検討してまいります。

【補充原則 ４-８-１】

　当社は、現在社外取締役３名を選任しておりますが、社外監査役とともに取締役会において積極的に議論に参加し、活発な意見交換を行ってお
り、必要に応じて経営陣や監査役との話し合い等の機会を持ち、情報の交換及び認識の共有は十分に図られております。

【補充原則 ４-８-２】

　当社は、現在社外取締役３名を選任しておりますが、筆頭独立社外取締役は定めておりません。

　なお、今後当社を取り巻く環境の変化に応じて検討してまいります。

【補充原則 ４-10-１】

　当社は、指名委員会・報酬委員会等は設置しておりません。

　経営幹部・取締役候補者の指名は、独立社外役員を含む取締役会において候補者の実績・経験・能力等を勘案し、決定しております。また、報
酬の決定については、株主総会で決議された報酬総額枠内で、取締役会において、決定しております。

　現行の仕組みで独立性・客観性は十分に機能しておりますが、さらに取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、任意の指

名委員会・報酬委員会等の設置を検討してまいります。

【原則４-11．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

　当社の取締役会は、企業経営の経験者や担当事業分野において専門的知識と豊富な経験を有した者で構成されており、取締役会としての役
割・責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立した形で構成しております。

　また、当社の監査役会は、その役割を果たす上で適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者が選任されており、
バックグランドの多様性を有した者で構成されております。

　なお、取締役会全体の実効性の分析・評価につきましては、取締役会の機能を向上させる観点から、今後実施することを検討してまいります。



【補充原則 ４-11-３】

　取締役会全体の実効性の分析・評価及び開示については、取締役会の機能維持、向上を目的として、今後取締役会全体の実効性の分析・評価
を実施してまいります。また、分析・評価の結果の開示については、開示方法を含め今後検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則 １-４．政策保有株式】

　当社は、取引先等の株式を保有することにより取引の維持・拡大等が期待される銘柄について、当社の企業価値向上につなげることを目的とし
て、総合的な検討を踏まえ保有する方針としております。

　政策保有株式に係る議決権行使にあたっては、毎年、そのリターンとリスク等を踏まえ当該企業の中長期的な企業価値向上の観点からその検
証を行い、その目的、合理性について取締役会等で審議しております。

【原則 １-７．関連当事者間の取引】

　当社は、関連当事者（役員、主要株主等）との取引については、会社法及び取締役会規程に基づき取締役会の決議事項と定めております。ま
た、グループ役員による利益相反取引を把握すべく、役員及びその近親者（二親等内）と当社グループとの間の取引（役員報酬を除く）の有無等を
定期的に調査を行い確認しております。さらに、当社と主要株主や子会社等の関連当事者との取引については、当社及び株主共同の利益を害す
ることのないよう、第三者との取引と同様に社内承認手続きを行っております。

　なお、一定額以上の取引額となる重要な取引については、有価証券報告書等において開示いたします。

【原則 ２-６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は、従業員への福利厚生の一環として確定給付企業年金制度を採用しており、制度運営を行っております。運用にあたっては、専門性が必
要となることから、委託運用としており、当社が定めた年金資産の運用に関する基本方針に基づき、運用受託機関の選任を行うとともに、人事部
及び財務経理部が定期的に運用受託機関の評価を行うなどのモニタリングを適切に行い、必要とされる総合収益を確保するように努めておりま
す。

【原則 ３-１．情報開示の充実】

(ⅰ)　経営理念、中期経営計画の経営方針、中期数値目標値等を、有価証券報告書及び当社ホームページに開示・公表しております。

(ⅱ)　コーポレート・ガバナンスの基本方針を、有価証券報告書及びコーポレート・ガバナンス報告書に開示・掲載しております。

(ⅲ)　株主総会の決議による取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役の報酬
は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。

(ⅳ)　社内取締役については、当社または他社での実績・経験・能力・人望等を勘案し、また社外取締役については、東京証券取引所の定める独
立性の要件に従うとともに、経営、法務、会計等の多様な分野での高い専門性と経験を勘案し選任しております。なお、取締役候補の指名につい
ては、取締役会において候補者の実績・経験・能力等を勘案し、決定しております。監査役候補の指名については、当社グループの健全な経営と
社会的信用の維持向上に努めること、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献できること等を総合的に判断し、監査役
会で検討・同意をした上で、取締役会の決議により決定しております。

　加えて、取締役及び監査役の解任については、取締役会が株主総会に解任議案を上程した場合には、その決議をもって決定いたします。

(ⅴ)　「定時株主総会招集通知」において、取締役、監査役候補者の個々の略歴及び選任理由について記載しております。なお、解任についても、
解任議案を株主総会に上程することとし、該当者の解任理由を当該解任議案に係る株主総会参考書類において記載いたします。

【補充原則 ３-１-３】

(1) サステナビリティ全般に関する考え方

　当社は、「幸楽苑」が立地する地域社会において、「安全安心な食事環境の提供」を通して、お客様に満足していただくことにより、地域社会に必
要とされる店舗を目指しております。地域における店舗の運営を長く行うことにより「地域における持続的な生活インフラ」として地域社会へ貢献す
ることを目指しております。

(2) サステナビリティへの取り組み

　当社は取締役会において、ＴＣＦＤ提言に基づき、①気候変動に対応したガバナンスのあり方、②気候変動に対応したビジネス戦略、③気候変動
に対応したリスク管理、④気候変動関連指標の目標設定、以上の課題について認識し、「安全安心な食事環境の提供」を実現するために、サステ
ナビリティ活動へ積極的に取り組むことが重要であると考えております。経営戦略部を事務局とし全ての部門長をメンバーとしたワーキンググルー
プを設置し、ＴＣＦＤ提言に基づいた活動を行っております。ワーキンググループから取締役会に対して、「気候変動対策など地球環境に配慮した
事業運営」、「食品ロス削減と循環型社会への取り組み」、「安全安心な食材の持続的な確保」について報告を行っております。

(3) 気候変動に関する取り組み

　当社は、持続可能な社会の達成を目指し、循環型社会・脱炭素社会の実現のために、原材料の調達、工場での製造、店舗への配送、店舗での
調理、お客様への商品提供まで一貫した環境負荷低減に向けた取り組みを行っております。事業活動において、環境負荷が大きいと考えられる
のは「ＣＯ２排出」、「食品ロス」となります。ＣＯ２排出削減は、工場・店舗におけるＬＥＤ照明への変更による電力量抑制、エコキュートへ切替によ
るガス使用量抑制、工場店舗間の配送ルート及び回数の見直しなどによる温室効果ガスの抑制に取り組んでおります。食品ロス削減について
は、「調理ロス削減」「廃棄ロス削減」「食べ残し削減」をテーマに取り組んでおります。

(4) 人財育成に関する取り組み

　当社は、社員及びパートナー従業員に対して、モチベーション向上と勤務時間の適正化に向けた施策を講じることによって、従業員の心身の健
康を確保するとともにワーク・ライフ・バランスを実現し、健康で働き甲斐のある職場環境を創出することを目指し、長時間労働の抑制と年次有給
休暇の取得促進に労使一体となって取り組んでおります。また、性別、年齢、国籍、新卒・中途に関係なく多様な人財を確保することが持続的な成
長のため必要であると考えおります。特に女性従業員がその能力を高めつつ継続的に就業できる環境の整備に努めております。パートナー従業
員については、店舗教育などを行ったうえで正社員登用を積極的に行い、併せて店長への登用を推進しております。フレックスタイム制度や一部
在宅勤務等働きやすい環境作りを推進しております。長時間労働の是正と労働生産性向上、ハラスメント防止対策にも積極的に取り組んでおりま
す。

(5) 指標及び目標

① 気候変動関係

　当社の事業活動において「ＣＯ２排出」、「食品ロス」が環境負荷に影響が大きいと考えております。ＣＯ２排出削減については、毎年前年比1％削
減を目標に、工場・店舗において取り組んでおります。

　食品ロス削減については、食品ロス率社内目標（食品ロス高を売上高で除した比率）を0.2％以下と設定しており、当事業年度実績は0.23％とな



りました。また、食品リサイクル法で定められている外食産業の目標値は、食品廃棄物のリサイクル率50％以上、2019年度に設定された食品廃棄
物等の発生抑制の目標値は、売上100万円あたり170kg以下となっております。これらの当事業年度実績は、リサイクル率62％（前期41％）、売上1
00万円あたりの食品廃棄物量28kg（前期37kg）となっております。

② 人財育成方針、社内環境整備方針

　当社は女性活躍推進法にも主体的・積極的に取り組んでおり、法令所定の行動計画において、「管理職（店長級以上）に占める女性の割合を10
％以上とする」との数値目標を設定し、厚生労働省が運営する「女性の活躍・両立支援総合サイト」に掲載して公表しております。当事業年度末に
おける全従業員に占める女性従業員の割合は正社員が11％、パートナー従業員が68％、管理職（店長級以上）に占める女性従業員の割合は
８％となっております。今後は女性従業員の割合の高いパートナー従業員の正社員登用を推進し、正社員及び管理職（店長級以上）に占める女
性従業員の割合向上を行ってまいります。

【補充原則 ４-１-１】

　当社は、取締役会において決裁を要する事項については、法令及び定款で定められているもののほか、経営に及ぼす重要事項と位置付けるも
のについて「取締役会規程」に定め、経営会議にて審議し、取締役会において決議を行うことにしております。また、これら以外の業務執行の権限
については、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「稟議規程」において、業務分掌及び職務決裁基準を明確にし、取締役会から
経営陣に対し権限を委譲し、経営陣は当該規程の定めに従って職務を執行しております。

【原則４－８】

　当社取締役９名のうち３名は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する役割・責務を果たす資質を十分に備えた独立社外
取締役であり、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

【補充原則４－８－３】

　当社は支配株主を有しておりません。今後、支配株主が生じた際には、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審
議・検討を行う、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会の設置を検討いたします。

【原則 ４-９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　東京証券取引所の定める独立役員の要件に加え、以下の基準に基づき独立性を判断しております。

（１）大株主との関係

　　当社の議決権所有割合10％以上の大株主ではない（法人の場合は取締役、監査役、執行役、執行役員及び従業員）。

（２）主要な取引先等との関係

　　以下に掲げる当社の主要な取引先等の取締役、監査役、執行役、執行役員及び従業員ではなく、また、過去において業務執行取締役、執行
役、執行役員ではない。

　　・当社グループの主要な取引先（直近事業年度の取引額が当社の連結売上高２％以上を占めている）

　　・当社グループを主要な取引先とする企業（直近事業年度の取引額が取引先の連結売上高２％以上を占めている）

　　・当社の主要な借入先（直近事業年度の事業報告における主要な借入先）

（３）専門的サービス供給者との関係（弁護士・公認会計士・コンサルタント等）

　　当社から役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等ではない。

（４）会計監査人との関係

　　当社の会計監査人の代表社員、社員ではない。

（５）役員等を相互に派遣する場合

　　当社と相互に取締役、監査役を派遣していない。

（６）近親者との関係

　　当社グループの取締役、監査役、執行役員及びこれらに準じた幹部従業員の配偶者または２親等内の親族ではない。また、（１）から（４）に掲
げる者(※)の配偶者または２親等内の親族ではない。

　※大株主、主要な取引先等が法人である場合、その取締役、監査役、執行役、執行役員及びこれらに準じた幹部従業員に限る。

　　上記に加えて、社外役員候補者の指名にあたっては、年齢、兼任状況、就任期間等についても考慮いたします。

【補充原則 ４-11-１】

　当社の取締役は13名以内、監査役は４名以内とする旨を定款に定めております。現在、当社の取締役会は、取締役９名（うち、社外取締役３
名）、監査役３名（うち、社外監査役３名）の計12名（うち、独立役員６名）で構成しており、当社グループの主な事業内容は、製造直販業を基本とし
た多店舗展開であり、事業内容及び事業規模から適正な構成と考えております。社内役員については、当社グループが展開する事業に対する知
識・経験、経営管理能力及び強いリーダーシップを求めており、社外役員については、経営に必要な広範な知識、企業経営者としての実績、特定
分野における深い造詣、財務・会計に関する相当程度の知見等のバックグラウ ンドの多様性を求めるものとしております。取締役会全体としての

知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模への考慮により、経営の健全化・ 透明性及び執行の有効性・効率性を高く維持できるものと考えて

おります。取締役の選任に関しては、当社の持続可能な成長と企業価値向上に資する候補者であるかを基準に選定し、取締役会にて決定してお
ります。スキル・マトリックスについては、当社ホームページに掲載しております「定時株主総会招集通知」の株主総会参考書類の〈議案及び参考
事項〉に記載のとおりであります。（https://hd.kourakuen.co.jp/storage/ir/attachment/0195801102406.pdf）

【補充原則 ４-11-２】

　当社の取締役の兼務状況につきましては、毎年定時株主総会の事業報告において開示しております。他の上場会社の役員を兼任しておらず、
当社の責務に専念できる状況でございます。

　取締役及び監査役の兼任状況につきましては、当社ホームページに掲載しております「定時株主総会招集通知」の参考書類及び事業報告の
「会社役員に関する事項」に記載のとおりであります。（https://hd.kourakuen.co.jp/storage/ir/attachment/0195801102406.pdf）

【補充原則 ４-14-２】

　当社は、取締役及び監査役がその役割と責務を果たすための必要な知識等を習得にあたり、その機会を設定するとともに、それらの費用につい
ては、全て会社負担としております。また、各役員の要請に基づく、有識者・専門家を招いたセミナーの開催や社外セミナーへの参加なども、随時
会社の負担により実施しております。

【原則 ５-１．株主との建設的な対話に関する方針】

　当社では、株主並びに投資家等からの面談申込については、広報ＩＲ部長を責任者として代表取締役社長を含めて各取締役が積極的に対応し
ております。

　広報ＩＲ部及び財務経理部がＩＲを担当し関係会社を含めて、財務・事業・法務等に関するあらゆる支援を受けられる体制となっております。個別
面談以外に、当社グループの経営方針・基本戦略や財務状況等をより深くご理解いただくことを目的として、決算説明会を半期に１回開催するとと
もに、当社ホームページ等での任意情報の開示等を通じたＩＲ活動を積極的に実施しております。

　また、ＩＲ活動を通じて得られた株主及び投資家からの意見や経営課題については、経営幹部や取締役会等に対して適切に報告し、経営の改善



に役立てております。

　なお、対話に際してのインサイダー情報の管理については、社内規程に従い、法令違反を生じないよう適切に情報を管理しております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応（検討中）】

　当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向け、資本コストや資本収益性の分析・評価を行い、改善に向けた方針や具体的な目標等
につきましては、中期経営計画にて開示する予定です。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社ラニケアコーポレーション 2,292,498 14.28

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,096,500 6.83

アリアケジャパン株式会社 450,970 2.81

日東富士製粉株式会社 445,830 2.78

株式会社東邦銀行 401,360 2.50

アサヒビール株式会社 366,400 2.28

株式会社日本カストディ銀行（信託E口） 328,600 2.05

ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ 385781 302,959 1.89

株式会社大東銀行 266,825 1.66

株式会社ＮＮアセットマネジメント 196,600 1.22

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 小売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――



５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

該当事項はありません。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 13 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

小河原 佳子 学者

鈴木 廣明 他の会社の出身者 △ △

須佐 真子 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

小河原 佳子 ○ ―――

大学教授として栄養教育の研究や実習・演習、
また食生活に関する食の安全・安心と食育に
関する指導においては学内に留まらず、地方
自治体との連携による地域住民の方々向けに
も積極的に取り組まれています。当社の事業そ
のものであり、美味しさと健康を追求する当社
の経営姿勢に通じており、その専門性高い知
見から当社経営に対しての助言・提案をいただ
きます。また、独立役員として一般株主と利益
相反の生じる恐れがなく、職務を十分に果たす
ことができるものと判断しております。

鈴木 廣明 ○

鈴木廣明氏は、当社が融資を受けている
株式会社東邦銀行に2013年6月まで常勤
監査役を務めておりました。また、同氏が
2021年4月まで代表取締役社長を務めて
いた株式会社クラシマからオフィス用品を
購入しております。その取引割合は売上
全体に対する0.1％未満であります。

2022年7月から2023年6月まで当社の顧問
を務めておりましたが委任契約に基づくも
のであり指揮命令関係や業務執行への関
与はありません。

金融機関で常勤監査役を含めての経験と民間
企業における会社経営の経験があります。そ
の豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経
営に助言を頂戴することによりコーポレートガ
バナンス強化に最適任と判断しております。ま
た、独立役員として一般株主と利益相反の生じ
る恐れがなく、職務を十分に果たすことができ
るものと判断しております。

須佐 真子 ○ ―――

歯科医師と金融機関の理事長として幅広い知
識と見識を有しております。その幅広い見識を
もとに当社の経営の監督と経営全般に助言を
頂戴することによりコーポレートガバナンス強
化に最適任と判断しております。また、独立役
員として一般株主と利益相反の生じる恐れが
なく、職務を十分に果たすことができるものと判
断しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役会は、会計監査人（監査法人）と年３回定期的に意見交換会を開催しております。

　代表取締役社長直轄として、「内部監査室」を設置しており、必要な内部監査を定期的に実施し、監査の結果は、代表取締役社長に報告すると
ともに取締役会に報告され、さらに社内で公表しております。また、内部監査室は、監査役会との協議により監査役の要望した事項の内部監査を
実施し、その結果を監査役会に報告しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名



社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

佐藤 健次 他の会社の出身者 △

芳賀 裕 その他

吉津 健三 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

佐藤 健次 ○
佐藤健次氏は、当社が融資を受けている
株式会社東邦銀行に2018年6月まで人事
部付執行役員を務めておりました。

金融機関で執行役員含めての経験と関連会社
経営の経験があります。その豊富な経験及び
幅広い見識を当社の監査に最適任と判断して
おります。また、独立役員として一般株主と利
益相反の生じる恐れがなく、職務を十分に果た
すことができるものと判断しております。

芳賀 裕 ○ ―――

司法書士として長年業務に従事し、上場企業
の監査役としての経験があり、豊富な経験及び
幅広い見識を持っておられ、それらの経験知識
を当社の監査に最適任と判断しております。ま
た、独立役員として一般株主と利益相反の生じ
る恐れがなく、職務を十分に果たすことができ
るものと判断しております。

吉津 健三 ○ ―――

弁護士として企業法務に関する専門的な知識
と豊富な経験をもっておられ、それらの知識や
経験を当社のコーポレートガバナンス体制の一
層の強化と監査に最適任と判断しております。
また、独立役員として一般株主と利益相反の生
じる恐れがなく、職務を十分に果たすことがで
きるものと判断しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。



【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

　業績連動型株式報酬制度の内容は、次のとおりであります。

取締役（社外取締役を除く）に対して当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭を、取締役退任時に受け取る制度

拠出額は2020年3月末日で終了する事業年度から3事業年度の期間で500百万円を上限とし、以後、500百万円を上限として追加拠出

　新株予約権の割当て内容は、次のとおりであります。

取締役（社外取締役を除く）　　6名　新株予約権の数　　2,200個（新株予約権1個当たり普通株式100株）

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員

該当項目に関する補足説明

　業績連動型株式報酬制度の内容は、次のとおりであります。

取締役（社外取締役を除く）に対して当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭を、取締役退任時に受け取る制度

拠出額は2020年3月末日で終了する事業年度から3事業年度の期間で500百万円を上限とし、以後、500百万円を上限として追加拠出

　新株予約権の割当て内容は、次のとおりであります。

取締役（社外取締役を除く）　　6名　新株予約権の数　2,200個（新株予約権1個当たり普通株式　　100株）

従業員等　　　　　　　　　　　 404名　新株予約権の数　2,245個（新株予約権1個当たり普通株式　　100株）

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

全取締役の総額を開示しております。

令和６年３月期の年間報酬総額　74,913千円

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

(1) 取締役及び監査役の報酬等の額の決定に関する方針

　取締役及び監査役の報酬は、株主総会の決議により定められた取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬限度額の範囲内で決定されて
おります。

(2) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

　本方針につきましては、取締役会の決議により、以下のとおり決定しております。

①基本方針

　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取
締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬とし
ての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこ
ととする。

②基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)

　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しなが
ら、総合的に勘案して決定するものとする。

③業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関す
る方針を含む。)

　業績連動報酬等並びに非金銭報酬として、取締役の報酬と当社の業績及び企業価値との連動制をより明確にし、取締役が株価上昇によるメ



リットのみならず、株価下落リスクまでも株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし
て株式給付信託の導入及びストック・オプションを発行している。株式給付信託制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じ
て取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本信託を
通じて給付される業績連動型株式報酬制度である。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となる。また、
ストック・オプションの内容については、有価証券報告書「第４ 提出会社の状況 １株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度

の内容」に記載しております。

④金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

　業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水
準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とする。取締役会（委任を受けた代表取締役社長）は示された種類別の報酬
割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。

(3) 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

　取締役の金銭報酬の額は、2007年６月15日開催の第37回定時株主総会において年額216,000千円以内と決議されております（使用人兼務取締
役の使用人分給与は含まない）。当該定時株主総会終結時点での取締役の員数は６名です。

監査役の金銭報酬の額は、2007年６月15日開催の第37回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終
結時点での監査役の員数は４名です。業績連動型株式報酬制度の導入は、2019年６月21日開催の第49期定時株主総会において決議しておりま
す。当該定時株主総会終結時点での取締役(社外取締役及び監査役を除く)の員数は４名です。

　業績連動型株式報酬の額の算定方法は、連結会計年度毎に、役員株式給付規程に基づいた取締役（社外取締役を除きます。）毎に定めたポイ
ントに業績達成度に応じた評価係数を乗じたポイントを決定しております。

　業績連動報酬に係る指標については、成長に向けた投資や株主還元の原資となる分かり易い指標として、業績の最終結果を表す連結上の親
会社株主に帰属する当期純利益を採用しております。

　ストック・オプションの発行については、2022年６月24日開催の第52期定時株主総会において決議しております。当該定時株主総会終結時点で
の取締役（社外取締役を含む）の員数は５名です。ストック・オプションの内容については、有価証券報告書「第４ 提出会社の状況 １株式等の状

況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載しております。

(4) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

　個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役会長兼社長新井田傳がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権
限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。上記の委任を受けた代表取締役会
長兼社長新井田傳は、(2)④記載の内容に従って決定をしなければならないこととする。なお、株式報酬は、取締役会で取締役個人別の割当株式
数を決議する。代表取締役会長兼社長新井田傳が、上記事項に基づき委任された権限の範囲内で決定していることから、取締役の個人別の報
酬等の内容に係る決定方針に沿うものであると、取締役会は判断しております。なお、当社の経営状況に精通しており、各取締役の業務執行状
況を把握していることから、代表取締役会長兼社長新井田傳に決定の権限を委任しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役につきましては、円滑な業務をサポートするため社内取締役により細やかに情報の伝達を行い、意思疎通を図ることとしております。
また、社外監査役につきましては、定例の監査役会以外に、常勤監査役が社外監査役との間で適宜情報の交換を行っております。

　なお、社外取締役には財務経理部、社外監査役には内部監査室のスタッフが兼任スタッフとして対応しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当社は、監査役会設置会社として、取締役による合理的かつ効率的な意思決定と迅速な業務執行を行っております。その一方で、監査役による
適正な監督及び監視を可能とする経営体制を整備し、コーポレート・ガバナンスの実効性を高める体制としております。

　原則として月１回、その他必要に応じて随時開催される取締役会においては、社長以下各取締役（うち社外取締役３名、うち独立役員３名として
選任）と監査役が毎回出席し、随時打合せを行うなど取締役の業務執行について、厳正な監視を行っております。また、経営環境の変化に迅速、
柔軟に対応するため、代表取締役、取締役及び常勤監査役で構成される経営会議を定期的に開催し、経営の現状分析と経営戦略の協議を行っ
ております。さらに、経営方針発表会等の定例会議（店長以上の管理職出席）においては、各取締役及び部長職以上の幹部社員、そして社外監
査役を含む監査役が毎回出席し、経営方針の徹底を図り、経営の監視及び監督を行っております。

　監査役会は、社外監査役３名（１名は常勤の監査役、３名は独立役員として選任）で構成され、会計監査人（監査法人）と年３回定期的に意見交
換会を開催しております。

　代表取締役社長直轄として、「内部監査室」を設置しており、必要な内部監査を定期的に実施し、監査の結果は、代表取締役社長に報告すると
ともに取締役会に報告され、さらに社内で公表しております。また、内部監査室は、監査役会との協議により監査役の要望した事項の内部監査を
実施し、その結果を監査役会に報告しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、業務執行に対する取締役会による監督と監査役会による監査のチェック機能をもつ監査役制度を採用しております。コーポレート・ガバ
ナンスの一層の強化を図るため、社外取締役を選任し、社外取締役による取締役会の監督機能を強化し、監査役会は、企業経営や弁護士など、
豊富な経験と幅広い見識を有する３名の社外監査役で構成し、一般株主と利益相反の生じる恐れがないことから独立役員にも指定しております。
この監査役会が会計監査人及び内部監査室と連携して厳格な監査を実施することで、当社の業務の適正が担保されると考え、現在の体制を選択
しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 定時株主総会開催日：令和6年6月21日、招集通知発送日：令和6年6月3日

集中日を回避した株主総会の設定 定時株主総会開催日：令和6年6月21日

電磁的方法による議決権の行使
当社の指定する株主総会議決権行使ウェブサイトにおいて、電磁的方法による議決権の
行使を可能としております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ＩＣＪが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを利用しており
ます。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

情報開示基本原則として基本方針に加え、開示方法、業績予想等に関する留
意事項、沈黙期間について定めております。

当社ホームページに掲載しております。

https://hd.kourakuen.co.jp/ir/basic-principles

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

決算説明会を年２回開催し、代表取締役が決算概要及び今後の戦略等につ
いて説明しております。

あり

IR資料のホームページ掲載
決算短信・四半期情報、有価証券報告書（四半期報告書含む）、月次情報、適
時開示資料等を随時掲載しております。

https://hd.kourakuen.co.jp/ir

IRに関する部署（担当者）の設置 ＩＲ担当部署：財務経理部、ＩＲ担当者：財務経理部長

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

ホームページ上にて当社の経営理念について開示し、各ステークホルダーの立場を尊重
するスタンスを明示しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
環境問題に対応する専任部門として、建築管理部内に環境対策部署を設置し、工場・店舗
から発生する生ゴミのリサイクル等に取り組んでおります。また、エネルギー使用量削減・
二酸化炭素排出量削減を目的とした店舗設備機器の見直しを進めております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

ステークホルダーに対する情報提供の指針を情報開示基本原則として策定し、ホームペー
ジ上にて開示しております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社及び子会社の業務の適正性を確保するための体制を整備する主な基本方針は、次のとおりであります。

１．当社及び子会社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（１）　代表取締役社長が繰り返しその精神を取締役及び従業員に伝えることにより、法令等を遵守(以下、「コンプライアンス」という。)し、公正かつ



適切な企業活動の実現と社会との調和を図るものとする。

（２）　当社及び子会社の事業活動または取締役及び従業員に法令違反の疑義のある行為等を発見した場合は、速やかに通報窓口である外部顧
問弁護士に報告・通報する体制を確立する。この体制には、従業員が直接法令違反の疑義がある行為等を匿名で通報できることを保障するコン
プライアンス・ホットラインも含まれる。

（３）　上記（2）の内部通報があった場合、人事部内に設置した内部通報事務局は、内容を調査し、再発防止策を担当部門と協議の上、決定し、全
社的に再発と重要性の高い問題については、経営会議に付議し、審議結果を取締役会及び監査役会に報告する。

（４）　内部監査室は、コンプライアンスの状況を監査する。

（５）　内部監査の結果、コンプライアンスの状況等につき、取締役会に定期的に報告する。

２．当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制及び子会社の取締役等の職務執行に係る事項の当社への報告に関する
体制

（１）　取締役の職務執行に係る情報は、文書管理規程に基づき、文書または電磁的媒体(以下、「文書等」という。)に記録し、保存する。

（２）　当社の取締役または監査役から閲覧の要請があった場合、文書管理規程により、速やかに、これらの文書等を閲覧できるものとする。

（３）　「関係会社管理規程」に基づき、子会社の取締役等は、子会社における法定の議事録の写し等の文書を当社に提出することにより、子会社
の取締役等の職務執行に係る事項を報告する。また、当社の取締役または監査役から閲覧の要請があった場合、文書管理規程により、速やか
に、これらの文書等を閲覧できるものとする。

３．当社及び子会社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１）　業務執行に係るリスクをトータルに認識・評価し適切なリスク対応を行うために、リスク管理規程に基づき、全社的なリスク管理体制を整備す
る。

（２）　リスク管理規程により、リスクカテゴリー毎の具体的な対応策及び予防措置の検討を行う。

（３）　不測の事態が発生した場合の手続きを含む危機管理体制を整備し、迅速かつ適正な対応を行い、損害の拡大を防止し、被害を最小限に止
める。

（４）　内部監査室は、当社及び子会社各部署の日常的なリスク管理の状況を監査する。

（５）　内部監査の結果、リスク管理の状況等につき、当社の取締役会に定期的に報告する。

４．当社及び子会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

（１）　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、当社の取締役会を月１回（定時）開催するほか、必要に応じて
臨時に開催する。また、決裁に関する職務権限規程において、担当役員決裁、社長決裁等の決裁権限を定め、社長決裁事項に関しては、定期的
に開催している経営会議（取締役及び常勤監査役で構成）にて審議の上、執行決定を行う。

また、子会社の取締役会においても、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、必要に応じて開催するものとする。

（２）　取締役の職務分担を明確にし、当該担当業務の執行については、業務分掌規程において当社及び子会社各部門の業務分掌を明確にする
とともに、その責任者を定め、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保する。

５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するための体制

（１）　グループ各社全体の内部統制を担当する部署を内部監査室とし、他の内部統制主管部及びグループ各社の業務を所管する事業部と連携
し、グループ各社における内部統制の実効性を高める施策を実施するとともに、必要なグループ各社への指導・支援を実施する。

（２）　内部監査室は、グループ各社の業務を所管する事業部と連携して、グループ各社における内部統制の状況を把握し、必要に応じて改善等
を指導する。

（３）　内部監査室は、グループ各社に対する内部監査を実施する。

（４）　内部監査室は、グループ各社の内部統制の状況について、年１回及び必要と判断する都度、当社取締役会に報告する。

６．監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示
の実効性の確保に関する事項

（１）　内部監査室は、監査役会との協議により監査役の要望した事項の内部監査を実施し、その結果を監査役会に報告する。

（２）　監査役より監査役の職務を補助することの要請を受けた内部監査室の室長及び室員は、その要請に関して、その職務にあたっては、監査
役の指示にのみ従い、取締役及び上長等の指揮・命令を受けないものとする。

７．取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制及び報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

（１）　当社及び子会社の取締役及び従業員は、当社の監査役会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事
項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容を速やかに報告する。

（２）　報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期等）については、当社の監査役会への迅速な報告体制を確保するものとする。

（３）　上記の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならないものとする。

８．監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項

　監査役の職務の執行について生ずる費用等の請求の手続きを定め、監査役から前払いまたは償還等の請求があった場合には、当該請求に係
る費用が監査役の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続きに従い、これに応じるものとする。

９．その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査役会は、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催することとする。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

１. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

　当社及び子会社は、反社会的勢力排除に向け、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及びその団体に対しては、毅然とし

た態度で対応し、一切の関係を持たない。

２. 反社会的勢力排除に向けた整備状況

　反社会的勢力から不当要求を受けた場合の対応統括部署は総務部とし、所轄警察署、警察本部組織犯罪対策課や暴力追放運動推進セン
ター、顧問弁護士等の外部専門機関とともに連携し、組織的に対応する。また、反社会的勢力に関する情報の収集・管理を行うものとする。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 あり

該当項目に関する補足説明

　当社グループは、2024年５月27日開催の取締役会において、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」に
基づき、当社グループの企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の観点から、買収防衛策の内容一部変更及び継続を目的とした「当社株式
等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の継続について決議し、2024年６月21日開催の当社第54期定時株主総会における承認を得
て継続しております。

１．会社の支配に関する基本方針の概要

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の企業理念、当社の企業価値の源泉、当社のステークホル
ダーの方々との信頼関係を理解し、当社の企業価値及び株主共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考えておりま
す。

２．本対応策の内容

詳細につきましては、2024年５月27日付当社発表資料の「「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）」の継続につい
て」をご覧ください。

（当社ホームページ　https://hd.kourakuen.co.jp/storage/ir/attachment/20240527_tousyakabusikitouno.pdf）

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示体制の概要

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。

　当社グループは、上場会社としての社会的責任を十分に認識しており、経営の違法性、公正性の確保や透明性の向上を図るため、法令や証券
取引所が定める適時開示規則などに従い、迅速かつ適切な情報開示の充実に努めるとともに、コーポレート・ガバナンスが機能するための内部
統制システムの整備により、株主や投資家等の視点に立ったタイムリーなディスクロージャーを目指しており、適時情報開示に関する業務並びに
インサイダー情報の管理、統括業務は、当社財務経理部及び人事部が情報開示担当役員の統括の下、当該業務を行っております。

情報開示の内容により、次のような体制をとっております。

１．決定事実

　重要な決定事実については、（１）原則として毎月１回、監査役も出席し開催する定時取締役会、（２）原則として毎週１回開催する経営会議、（３）
必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、迅速な決定を行っております。決定された重要事実について、株式会社東京証券取引所の適
時開示規則（以下「適時開示規則」といいます。）に従い、開示の必要可否を情報開示担当役員を中心に検討し、開示が必要となる場合には、迅
速に行うよう努めております。また、必要に応じて弁護士及び主幹事証券会社と協議を行い、正確かつ公平な会社情報を開示することに努めてお
ります。

２．発生事実

　重要事実が発生した場合は、当該事実が発生した部署から速やかに財務経理部及び人事部に情報が集約され、取締役に対して情報が報告さ
れるとともに、適時開示規則に従い、開示の必要可否を情報開示担当役員を中心に検討し、開示が必要となる場合には、迅速に行うよう努めてお
ります。

３．決算に関する情報

　決算に関する情報については、財務経理部において決算財務数値を作成し、監査法人による監査を受け、決算に関する取締役会において承認
し、決算情報を開示しております。

　また、業績予想の修正等については、財務経理部が業績の進捗状況を把握し、取締役に対して情報が報告されるとともに、適時開示規則に従
い、開示の必要可否を情報開示担当役員を中心に検討し、開示が必要となる場合には、取締役会において承認後、迅速に行うよう努めておりま
す。

４．その他の情報

　財務経理部及び人事部において会社情報の内容を検討し、取締役及び情報開示担当役員の承認を経て、迅速に行うよう努めております。



【模式図】　コーポレート・ガバナンス体制
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